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２．教育的不利な環境のもとにある子どもを中心にすえた取組を 

～同和教育の理念を継承するために～ 

 
周りから誤解されるような言動をしてしまいがちで、集団から疎外されていたり集団の中

で弱い立場に立たされていたりする子どもや、学習や生活に対する意欲を奪われている子ど

もたちがいます。このように、子どもたちが学校で見せる気になる言動には、学級集団の課

題や、その子自身が抱えさせられている課題など、何らかの理由があります。 

子どもたちの「生活背景をよく知る」ということは、子どもの生活状況や家庭環境を単な

る情報として知ることにとどまるものではありません。「子どもたちがさまざまな生活背景の

もと、それぞれにどのような思いで暮らしているのか」「保護者はどんな思いや願いをもって

子育てをしているのか」などを話し込むなかで受けとめ、一人ひとりの子どもが抱えさせら

れている課題をつかむことが大切です。 

「誰かを集団の中心にすえる」ということは、決して、特定の誰かを「特別扱い」するこ

とではありません。気になる子どもの側に立ってかかわり続けることによって、その子の抱

えさせられている課題はもとより、周りの子どもたちの感じる「生きにくさ」や「心のひっ

かかり」が見えるようになったりしていきます。また、その子をとりまく集団を見ていくな

かで、社会にある差別の現実や集団の課題が浮かびあがってくることもあります。 

子どもたちの周りにある課題を個人の課題として終わらせることなく、ともに学び合う学

級の課題として克服していく道筋を考え合うことによって、子どもたちは支え高め合う仲間

としてつながっていきます。 

 

以下に、教育的に不利な環境のもとにある子どもの自己実現をめざして、気になる子ども

に徹底的にこだわり、その子自身を丸ごと受けとめてかかわり続けた実践や、そうした気に

なる子を中心にすえて、仲間づくりや人権・部落問題学習などに取り組んだ実践のなかから、

５つの事例を紹介します。これらのなかには、中心にすえた子どもがたくましく生きていこ

うとする意欲を高めるだけでなく、その子とつながる子どもたちに、ともに困難を越えてい

こうとする態度を育むことにつながった実践があります。また、教職員自身が自らの課題を

見つめ、子どもたちとともに学び、自己変革していった事例もあります。これらの実践報告

の概要に加え、「学びの視点」や「実践者の振り返り」を掲載しましたので、これからの取組

の参考にしていただくようお願います。 
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４．「教育関係者の取組」 

～「三重県人権教育基本方針」より～ 

 差別や貧困などの社会の諸問題によって、すべての子どもたちが等しく、自らの人生にお

いて幸福を追求することを保障されていない現実があります。私たち教育関係者は、三重県

人権教育基本方針のなかで「教育関係者の取組」として示されている内容を理解し、その遂

行に邁進しなければなりません。差別の現実に深く学び、生活を高め、未来を保障する教育

をすべての教育関係者、保護者、地域の人たちが一丸となって創造していきましょう。 

 

すべての教育関係者は人権問題に対する正しい認識を深め、差別を解消するための自ら

の責務を自覚し、子どもが学習の主体であるという認識に立ち、積極的に人権教育に取り

組みます。 

 

●人権問題は、現在の社会の中に厳存しているという事実認識にたち、その現状を的確に

とらえます。 

●人権問題は、差別によって基本的人権が侵害されているところに本質があるという認識

にたちます。 

●人権問題の解決は、一人ひとりが自己にかかわる課題として自覚していくことを通して

達成されるものであるという認識にたちます。 

●自らの人権意識を見つめ直し、確かな人権感覚を身に付け、教育実践力を高める研修に

努めます。 

●日本の社会に存在する様々な意識、慣習や制度の中に、差別を温存し助長しているもの

があるという認識にたちます。 

●被差別の人々の生き方に学び、継承してきた文化について正しく理解します。 

 

 

 

 

５．おわりに 

本冊子は、具体的な実践事例をもとに、「生活背景をよく知ること」と「弱い立場にある子

どもを中心にすえること」という二つが、仲間づくりを進めるうえで欠くことのできない視

点であると同時に、互いに関係し合う重要な視点であることを理解していただくために作成

しました。 

子どもが置かれている状況や集団の課題、発達段階などにより、具体的な取り組み方には

さまざまなアプローチの方法がありますが、その目的は、小・中・県立学校と校種は違えど

も、どの校種でも一貫しています。子どもたち一人ひとりの自己実現に向けて、将来を切り

拓く力を育む教育実践はどうあるべきか。今年度作成した人権学習指導資料（小学校高学年）

「みんなのひろば」やこれまでに作成された人権学習指導資料等と併せて、職場内における

研修（ＯＪＴ：On the Job Training）等において、本冊子を役立てていただければ幸いです。 
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